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堺市環境影響評価条例（平成１８年条例第７８号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （配慮計画書等についての審査会への意見照会） 

第１０条 市長は、前条の規定により公告をしたときは、第５１条に規

定する審査会に対し、配慮計画書等の写しを送付し、期限を指定して、

当該配慮計画書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係

る意見を求めるものとする。ただし、市長において特にその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

 （計画審査書の作成等） 

第１１条 （略） 

２ 市長は、前項の規定により計画審査書を作成する場合において、必

要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提出

を求めることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により計画審査書を作成したときは、規則で

定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。 

 （方法書等についての審査会への意見照会） 

第１７条 市長は、前条の規定により公告をしたときは、第５１条に規

定する審査会に対し、方法書等の写しを送付し、期限を指定して、当

該方法書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係る意見

を求めるものとする。ただし、市長において特にその必要がないと認

めるときは、この限りでない。 

 （準備書等についての審査会への意見照会） 

第２６条 市長は、前条第１項の規定により公告をしたときは、第５１

条に規定する審査会に対し、準備書等の写しを送付し、期限を指定し

て、当該準備書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係

 （配慮計画書等についての審査会への意見照会） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による公告をしたときは、第５１

条に規定する審査会に対し、配慮計画書等の写しを送付し、期限を指

定して、当該配慮計画書等について環境の保全の見地からの専門的な

事項に係る意見を求めるものとする。ただし、市長において特にその

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

 （配慮計画審査書の作成等） 

第１１条 （略） 

２ 市長は、前項の規定により配慮計画審査書を作成する場合において、

必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対し、資料の提

出を求めることができる。 

３ 市長は、第１項の規定により配慮計画審査書を作成したときは、規

則で定めるところにより、その写しを一般の縦覧に供するものとする。 

 （方法書等についての審査会への意見照会） 

第１７条 市長は、前条第１項の規定による公告をしたときは、第５１

条に規定する審査会に対し、方法書等の写しを送付し、期限を指定し

て、当該方法書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係

る意見を求めるものとする。ただし、市長において特にその必要がな

いと認めるときは、この限りでない。 

 （準備書等についての審査会への意見照会） 

第２６条 市長は、前条第１項の規定による公告をしたときは、第５１

条に規定する審査会に対し、準備書等の写しを送付し、期限を指定し

て、当該準備書等について環境の保全の見地からの専門的な事項に係
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る意見を求めるものとする。 

 （準備書説明会の開催等） 

第２７条 （略） 

２ 第１７条の２第２項から第５項までの規定は、前項の規定により事

業者が関係地域内において準備書説明会を開催する場合について準用

する。この場合において、同条第２項及び第３項中「方法書」とある

のは「準備書」と、同条第４項中「前項」とあるのは「第２７条第２

項において準用する第３項」と、同条第５項中「第２項」とあるのは

「第２７条第２項において準用する第２項」と、「第１６条第１項」

とあるのは「第２５条第１項」と、「第１５条第１項第４号に規定す

る地域」とあるのは「関係地域」と、「方法書」とあるのは「準備書」

と読み替えるものとする。 

 

 （評価書等の公告及び縦覧等） 

第３４条 （略） 

２ （略） 

３ 市長は、第１項の規定により公告を行った場合において、必要があ

ると認めるときは、事業者に対し、対象事業の実施について、環境の

保全についての適正な配慮がなされるよう求めるものとする。 

 （対象事業の実施の制限） 

第３６条 事業者は、市長が第３４条第１項の規定による公告を行うま

では、対象事業を実施してはならない。 

 （事後調査計画書の作成等） 

第３９条 事業者は、第３８条第１項の規定による届出前に、技術指針

で定めるところにより、事後調査の項目、手法、場所その他規則で定め

る意見を求めるものとする。 

 （準備書説明会の開催等） 

第２７条 （略） 

２ 第１７条の２第２項から第５項までの規定は、前項の規定により事

業者が関係地域内において準備書説明会を開催する場合について準用

する。この場合において、同条第２項及び第３項中「方法書」とある

のは「準備書」と、「第1種事業者」を「事業者」と、同条第４項中「前

項」とあるのは「第２７条第２項において準用する第３項」と、同条

第５項中「第２項」とあるのは「第２７条第２項において準用する第

２項」と、「第１６条第１項」とあるのは「第２５条第１項」と、「第

１５条第１項第４号に規定する地域」とあるのは「関係地域」と、「方

法書」とあるのは「準備書」と、「第1種事業者」を「事業者」と読み

替えるものとする。 

 （評価書等の公告及び縦覧等） 

第３４条 （略） 

２ （略） 

３ 市長は、第１項の規定による公告をした場合において、必要がある

と認めるときは、事業者に対し、対象事業の実施について、環境の保

全についての適正な配慮がなされるよう求めるものとする。 

 （対象事業の実施の制限） 

第３６条 事業者は、市長が第３４条第１項の規定による公告をするま

では、対象事業を実施してはならない。 

 （事後調査計画書の作成等） 

第３９条 事業者は、第３８条第１項の規定による届出前に、技術指針

で定めるところにより、事後調査の項目、手法、場所その他の事項を
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る事項を記載した計画書（以下「事後調査計画書」という。）を作成し、

規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 （事後調査の実施等） 

第４１条 （略） 

２ （略） 

３ 事業者又は前項の規定により事後調査を行う者（以下これらを「事

業者等」という。）は、前項の事後調査を行ったときは、その結果を記

載した報告書（以下「事後調査報告書」という。）を作成し、規則で定

めるところにより、市長に提出しなければならない。 

 

４・５ （略） 

 （事後調査報告書についての意見書の提出等） 

第４３条 （略） 

２ 市長は、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、第５１

条に規定する審査会に対し、事後調査報告書の写しを送付し、期限を

指定して、当該事後調査報告書について環境保全の見地からの専門的

な事項に係る意見を求めることができる。 

３ （略） 

 （事業者の氏名等の変更の届出） 

第４４条 事業者は、第１３条第１項又は第１６条第１項の規定による

公告がなされた日から対象事業を完了する日までの間において、第１

２条第１項第１号に規定する事項を変更したときは、規則で定めると

ころにより、その旨を書面で市長に届け出なければならない。 

 （対象事業の変更の届出等） 

第４５条 事業者は、第１３条第１項又は第１６条第１項の規定による

公告がなされた日から対象事業を完了する日までの間において、第１

記載した計画書（以下「事後調査計画書」という。）を作成し、規則で

定めるところにより、市長に提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 （事後調査の実施等） 

第４１条 （略） 

２ （略） 

３ 事業者又は前項の規定により事後調査を行う者（以下これらを「事

業者等」という。）は、前項の事後調査を行ったときは、技術指針で定

めるところにより、その結果を記載した報告書（以下「事後調査報告

書」という。）を作成し、規則で定めるところにより、市長に提出しな

ければならない。 

４・５ （略） 

 （事後調査報告書についての意見書の提出等） 

第４３条 （略） 

２ 市長は、環境の保全の見地から必要があると認めるときは、第５１

条に規定する審査会に対し、事後調査報告書の写しを送付し、期限を

指定して、当該事後調査報告書について環境の保全の見地からの専門

的な事項に係る意見を求めることができる。 

３ （略） 

 （事業者の氏名等の変更の届出） 

第４４条 事業者は、第９条第１項の規定による公告があった日から対

象事業を完了する日までの間において、第８条第１項第１号に規定す

る事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を書面

で市長に届け出なければならない。 

 （対象事業の変更の届出等） 

第４５条 事業者は、第１３条第１項又は第１６条第１項の規定による

公告があった日から対象事業を完了する日までの間において、第１２
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２条第１項第２号に規定する事項（以下この条及び次条において「対

象事業の名称等」という。）を変更しようとする場合において、当該

変更後の事業が対象事業に該当するときは、当該変更後の対象事業に

ついて前章（第１節を除く。以下この条及び第４７条において同じ。）

に定める手続を経なければならない。ただし、当該変更が事業規模の

縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当する

場合は、この限りでない。 

２・３ （略） 

４ 第３６条の規定は、第３４条第１項の規定による公告が行われた後

に対象事業の名称等を変更して当該対象事業を実施しようとする事業

者（第１項の規定により前章に定める手続を経ることとなった事業者

に限る。）について準用する。この場合において、第３６条中「公告」

とあるのは「公告（同項の規定による公告が行われ、かつ、第２節か

ら前節までの規定による手続を再び経た後に行われるものに限る。）」

と読み替えるものとする。 

 （事情の変更による手続の再実施） 

第４７条 事業者は、第３４条第１項の規定による公告（当該対象事業

について第４５条第１項の規定による届出があった場合において、当

該変更後の対象事業について第３４条第１項の公告が行われたとき

は、当該公告。次項において同じ。）の日から起算して５年を経過した

日以後に当該対象事業を実施しようとするときは、前章に定める手続

の全部又は一部の再度の実施について市長と協議しなければならな

い。 

２・３ （略） 

４ 第３６条及び前３条の規定は、第１項又は第２項の規定により前章

に定める手続が行われる対象事業について準用する。この場合におい

条第１項第２号又は第１５条第１項第２号に規定する事項（以下この

条及び次条において「対象事業の名称等」という。）を変更しようと

する場合において、当該変更後の事業が対象事業に該当するときは、

当該変更後の対象事業について前章（第１節を除く。以下この条及び

第４７条において同じ。）に定める手続を経なければならない。ただ

し、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規

則で定める変更に該当する場合は、この限りでない。 

２・３ （略） 

４ 第３６条の規定は、第３４条第１項の規定による公告があった後に

対象事業の名称等を変更して当該対象事業を実施しようとする事業者

（第１項の規定により前章に定める手続を経ることとなった事業者に

限る。）について準用する。この場合において、第３６条中「公告」と

あるのは「公告（同項の規定による公告をし、かつ、第２節から前節

までの規定による手続を再び経た後にするものに限る。）」と読み替え

るものとする。 

 （事情の変更による手続の再実施） 

第４７条 事業者は、第３４条第１項の規定による公告（当該対象事業

について第４５条第１項の規定による届出があった場合において、当

該変更後の対象事業について第３４条第１項の公告があったときは、

当該公告。次項において同じ。）の日から起算して５年を経過した日以

後に当該対象事業を実施しようとするときは、前章に定める手続の全

部又は一部の再度の実施について市長と協議しなければならない。 

 

２・３ （略） 

４ 第３６条及び前３条の規定は、第１項又は第２項の規定により前章

に定める手続が行われる対象事業について準用する。この場合におい
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て、第３６条中「公告」とあるのは、「公告（第４７条第１項又は第

２項の規定による手続の再実施後に行われるものに限る。）」と読み

替えるものとする。 

て、第３６条中「公告」とあるのは、「公告（第４７条第１項又は第

２項の規定による手続の再実施後にするものに限る。）」と読み替え

るものとする。 

 


